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毎週火・金

第 2 ・4 火

第 　 4 　 火

毎週　　木

第 1 ・3 木

■分別の詳細については、関前支所住民サービス課または呉市ホームページでご確認ください。※ごみ分別・出し方の概要は裏面をご確認ください

収集日の

朝8時30分

までに、

決められた

場所へ

今治市 資源リサイクル課

今治市関前支所 住民サービス課

●ごみの収集に関すること●

お問合せ先

呉市　環境業務課

●ごみの搬入・処理に関すること●
芸予環境衛生センター

  0823-74-9100

  0823-66-2548
クリーンセンターくれ
  0823-74-9106

  0897-88-2111

  0898-47-5374

収集は
ありません

第　２　木

台所ごみ、布類、
紙くず、草、枯れ葉　など

紙類

乾電池、リチウムイオン電池、蛍光管、水銀体温計
スプレー缶、カセットボンベ、ライター　など

缶、小型家電、金属類
陶磁器・ガラス類、灰類　など

家具類、寝具類、家電製品
ストーブ、自転車　など

缶類、びん類、ペットボトル、プラスチック類

毎週　　木プラスチック製資源
プラ 資源 トレイ類、パック類、チューブ類、発泡スチロール

ボトルキャップ類、袋類（おかし、スーパーレジ袋）等
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